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【特集】犯罪・非行へのもう一つの視点―犯罪被害者等への支援，現状とこれから― 

 ―現代行動科学会第 33 回大会テーマセッション― 
 

少年と被害者を巡る教育的措置及び処遇について 

（話題提供）田屋 薫（盛岡家庭裁判所） 
 
１ はじめに 

 平成 27 年版犯罪白書によると、近年少年人口の減少に伴い非行少年数は減少傾向にあ

るが、粗暴犯等重篤な層の減少率は鈍っており、平成 26 年を境に少年院の中には横ばい

から増加傾向にあるところもある。このような中、少年非行処遇は大量効率的処理からよ

り個別的な処遇へと変化している。 
２ 少年裁定の過程 

 最近の裁定機関の個別的調査面接過程では、少年保護者に、裁判機関の側が助言するこ

ともあるが、生活史を語らせる過程そのものが、少年保護者に気づかせることに繋がる。

また、家庭または地域の復帰先や、ハローワーク通いを指示する等して職場等生活基盤を

確保し、現実的将来展望の確立を促す。 
３ 修復的司法をめぐる被害加害関係  

従来の刑事司法が法規範の侵害ととらえ刑事司法を国家対被告人の関係と見るのに対

し、修復的司法は、犯罪を被害者と加害者との間に地域社会のなかで起きた害悪とし、こ

れを被害者と加害者、地域社会の人々が修復することを目指している。 
４ 非行態様及び類型の差異と被害加害関係 

 これまで一律な対応をしがちだった被害加害関係は、態様と共に被害者の受けとめの多

様性の重要さが分かり、個別的に被害者の意向や態度を少年に伝え内省を促すようになっ

ている。これには、個人的資質とともに、非行の軽重と少年の非行性の程度が関係する。

非行性の程度と個人社会軸とで分類すれば、より個人的で非行性深い型、より個人的で非

行性が浅い型、より社会的で非行性深い型、より社会的で非行性が浅い型、の 4 型ができ

る。再非行者には社会的非行性深化型（非行文化感染型）が多く、この型と、社会的で非

行性が浅い類型には、被害者の気持ちを理解させることが有効である。精神的問題内包型

である摂食障害者の万引き等の非行性が浅い類型では、被害加害関係よりも治療的関与が

優先されよう。  
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矯正と被害者支援 

（話題提供）高橋 功（盛岡少年刑務所） 
 
 刑務所や少年院、少年鑑別所等の矯正施設は、罪を犯し司法の手続きを経て収容された

者に対し、法令に則り更正に必要な働き掛けや取扱いをしてきた。すなわち、犯罪加害者

の処遇が中核的な業務であるが、犯罪被害者等への支援制度が整備され、犯罪被害者等へ

の保護・支援の機運が高まってきたことを受け、被害者に配慮し、その要望に応じる仕組

みを整えてきた。その一つが被害者通知制度施行に伴う取組みで、矯正は関係部署との連

名で「被害者等通知制度実施要領について」、「被害者等に対する受刑者の釈放に関する通

知について」の通達等を発出し、検察庁を介し、被害者等に対し、事件の処理結果や受刑

者の釈放等に関する通知を行ってきた。 
 さらに、平成 16 年に策定された「犯罪被害者等基本計画」の提言を受け、平成 19 年に

矯正は関係部署との連名で「被害者等に対する加害者の処遇状況等に関する通知について」

を発出し、刑務所のみならず、少年院や少年鑑別所においても関係機関と連携し、加害者

の処遇状況等に関する情報を被害者等に通知することとし、被害者等通知制度の拡充を図

ってきた。 
 一方、矯正施設では、加害者である被収容者に対し、自らの罪の大きさや被害者の心情

を認識させ、被害者に誠意を持って対応していくための方法を考えさせる指導が実施され

てきている。これは、被害者の視点を取り入れた矯正教育（少年院、平成 17 年）／改善

指導（刑事施設、平成 18 年）と呼ばれているものであり、その中では、犯罪被害者等を

ゲストスピーカーとして招へいし、直接の加害者ではないものの、受刑者や少年院在院者

に対して講話を行っていただくことも行っている。 
 矯正施設と直接的・間接的な犯罪被害者等との出会いは、犯罪被害者等への直接的な支

援（情報提供）と並行し、加害者である受刑者や少年院在院者の改善・更生を促すための

協力のお願い、といった形で関わり始めている。 
 被害者関連施策の拡充をはじめとした被害者支援の高まりは、一方で、矯正施設に加害

者の再犯防止を重視した教育、矯正処遇の展開をより意識付ける後押しとなり、刑務所で

は改善指導に教育担当者のみならず現場の刑務官も指導者として参加するなど部署の壁を

越えて全所的に取り組む体制が全国的に形成されつつあるほか、平成 27 年には公共職業

安定所の相談員を常駐させ、矯正施設と安定所の連携による刑務所出所者等に対する就労

支援に関する先進的な取組をモデル的に実施している。 
 矯正はその取り扱う対象者の特質上、社会から隔離された世界であるように思われがち

だが、社会の動向を踏まえつつ、加害者のみならず被害者に対しても、矯正と関係機関が

連携し、現行の制度の範囲内で可能な取組を行っている。 
 とはいえ、これらの取組が可能なのは、当然ながら、国民皆様の御理解があってこそで

ある。今後もなお一層の御理解と御協力をいただきたくお願い申し上げます。 
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